
■
資 料

韓
国
・
罰
金
未
納
者
に
対
す
る
社
会
奉
仕
命
令
（
翻
訳
）

太

田

達

也
／
訳

罰
金
未
納
者
の
社
会
奉
仕
執
行
に
関
す
る
特
例
法

二
〇
〇
九
年
三
月
二
五
日
法
律
第
九
五
二
三
号

二
〇
〇
九
年
九
月
二
六
日
施
行

第
一
条
（
目
的
）

こ
の
法
は
、

刑
法

第
六
九
条
第
二
項
の
罰
金

未
納
者
に
対
す
る
労
役
場
留
置
を
社
会
奉
仕
に
代
え
て
執
行
す
る

こ
と
が
で
き
る
特
例
と
手
続
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済

的
な
理
由
で
罰
金
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
の
労
役
場
留

置
に
よ
る
拘
禁
を
最
小
化
し
、
そ
の
便
益
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

第
二
条
（
定
義
）

こ
の
法
で
使
用
す
る
用
語
の
意
味
は
、
次
の
通

り
と
す
る
。

一

罰
金
未
納
者

と
は
、
裁
判
所
か
ら
罰
金
を
宣
告
さ
れ
、
確

定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
罰
金
を
納
付
し
な
い
者
を
い
う
。

二

社
会
奉
仕

と
は
、
保
護
観
察
官
が
指
定
し
た
日
時
と
場
所

で
公
共
の
利
益
の
た
め
に
実
施
す
る
無
報
酬
の
勤
労
を
い
う
。

三

社
会
奉
仕
対
象
者

と
は
、
罰
金
未
納
者
の
申
請
に
よ
り
検

事
の
請
求
で
裁
判
所
が
社
会
奉
仕
を
許
可
し
た
者
を
い
う
。

第
三
条
（
国
家
の
責
務
）

国
家
は
、
経
済
的
な
理
由
に
よ
る
労
役

場
留
置
を
最
小
化
す
る
た
め
、
罰
金
未
納
者
に
対
す
る
社
会
奉
仕

執
行
等
に
関
す
る
施
策
を
積
極
的
に
樹
立
・
施
行
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
四
条
（
社
会
奉
仕
の
申
請
）

①

大
統
領
令
で
定
め
る
金
額
範

囲
内
の
罰
金
刑
が
確
定
し
た
罰
金
未
納
者
は
、
検
事
の
納
付
命
令

日
か
ら
三
〇
日
以
内
に
住
居
地
を
管
轄
す
る
地
方
検
察
庁
（
地
方

検
察
庁
支
庁
を
含
む
。
以
下
、
同
じ
。）
の
検
事
に
社
会
奉
仕
を

申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
検
事
か
ら
罰
金
の
一
部
納
付

又
は
納
付
延
期
を
許
可
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
許
可
期
限
内
に
社
会
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奉
仕
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る

者
は
社
会
奉
仕
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

懲
役
又
は
禁
錮
と
同
時
に
罰
金
を
宣
告
さ
れ
た
者

二

刑
法

第
六
九
条
第
一
項
但
書
に
よ
り
裁
判
所
か
ら
罰
金

の
宣
告
と
同
時
に
罰
金
を
完
納
す
る
時
ま
で
労
役
場
に
留
置
す

る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
者

三

他
の
事
件
で
刑
若
し
く
は
勾
留
延
長
が
執
行
さ
れ
、
又
は
労

役
場
に
留
置
さ
れ
拘
禁
中
の
者

四

社
会
奉
仕
を
申
請
す
る
当
該
罰
金
に
対
し
裁
判
所
か
ら
社
会

奉
仕
を
許
可
さ
れ
ず
、
又
は
取
り
消
さ
れ
た
者
。
但
し
、
社
会

奉
仕
不
許
可
事
由
が
消
滅
し
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

③

第
一
項
の
社
会
奉
仕
を
申
請
す
る
と
き
に
必
要
な
書
類
及
び
提

出
方
法
に
関
す
る
事
項
は
大
統
領
令
で
定
め
、
申
込
書
式
及
び
書

式
に
記
載
す
る
内
容
等
は
法
務
部
令
で
定
め
る
。

第
五
条
（
社
会
奉
仕
の
請
求
）

①

第
四
条
第
一
項
の
申
請
を
受

け
た
検
事
は
、
社
会
奉
仕
申
請
人
（
以
下
、

申
請
人

と
い

う
。）
が
第
六
条
第
二
項
各
号
の
要
件
に
該
当
し
な
い
と
き
に
は

裁
判
所
に
社
会
奉
仕
の
許
可
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

検
事
は
、
社
会
奉
仕
の
請
求
可
否
を
決
定
す
る
た
め
に
必
要
な

場
合
、
申
請
人
に
出
席
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
要
求
し
、
又
は

申
請
人
の
同
意
を
得
て
公
共
機
関
、
民
間
団
体
等
に
罰
金
納
付
能

力
の
確
認
に
必
要
な
資
料
の
提
出
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

申
請
人
が
正
当
な
理
由
な
く
検
事
の
出
席
要
求
や
資
料
提
出
要

求
を
拒
否
し
た
場
合
、
検
事
は
申
請
を
棄
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④

検
事
は
、
申
請
日
か
ら
七
日
以
内
に
社
会
奉
仕
の
請
求
可
否
を

決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
第
二
項
に
よ
る
出
席
要
求
、

資
料
提
出
要
求
に
か
か
る
期
間
は
上
の
期
間
に
含
ま
な
い
。

⑤

検
事
は
、
社
会
奉
仕
の
申
請
を
棄
却
し
た
と
き
に
は
、
こ
れ
を

遅
滞
な
く
申
請
人
に
書
面
で
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑥

社
会
奉
仕
の
申
請
を
棄
却
す
る
検
事
の
処
分
に
対
す
る
異
議
申

立
に
関
し
て
は
、

刑
事
訴
訟
法

第
四
八
九
条
を
準
用
す
る
。

第
六
条
（
社
会
奉
仕
許
可
）

①

裁
判
所
は
、
検
事
か
ら
社
会
奉

仕
許
可
請
求
を
受
け
た
日
か
ら
一
四
日
以
内
に
、
罰
金
未
納
者
の

経
済
的
能
力
、
社
会
奉
仕
の
履
行
に
必
要
な
身
体
的
能
力
、
住
居

の
安
定
性
等
を
考
慮
し
、
社
会
奉
仕
の
許
否
を
決
定
す
る
。
但
し
、

第
三
項
に
よ
る
出
席
要
求
、
資
料
提
出
要
求
に
か
か
る
期
間
は
上

の
期
間
に
含
ま
な
い
。

②

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
社
会
奉
仕
を
許
可
し
な

い
。

一

第
四
条
第
一
項
に
よ
る
罰
金
の
範
囲
を
超
過
し
、
又
は
申
請

期
間
を
過
ぎ
た
者
が
申
請
を
し
た
場
合
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二

第
四
条
第
二
項
に
よ
り
社
会
奉
仕
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
者
が
申
請
を
し
た
場
合

三

正
当
な
事
由
な
く
第
三
項
に
よ
る
裁
判
所
の
出
席
要
求
又
は

資
料
提
出
要
求
を
拒
否
し
た
場
合

四

申
請
人
が
一
定
の
収
入
源
や
財
産
が
あ
り
罰
金
を
納
付
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合

五

疾
病
そ
の
他
の
事
由
で
社
会
奉
仕
を
履
行
す
る
の
が
適
当
で

な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合

③

裁
判
所
は
、
社
会
奉
仕
の
許
否
を
決
定
す
る
た
め
に
必
要
な
場

合
、
申
請
人
に
出
席
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
要
求
し
、
又
は
申

請
人
の
同
意
を
得
て
公
共
機
関
、
民
間
団
体
等
に
罰
金
納
付
能
力

の
確
認
に
必
要
な
資
料
の
提
出
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④

裁
判
所
は
、
社
会
奉
仕
を
許
可
す
る
場
合
、
罰
金
未
納
額
に
よ

り
計
算
さ
れ
た
労
役
場
留
置
期
間
に
相
応
す
る
社
会
奉
仕
時
間
を

算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
算
定
さ
れ
た
社
会
奉
仕
時

間
の
う
ち
一
時
間
未
満
は
執
行
し
な
い
。

⑤

社
会
奉
仕
を
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
罰
金
未
納
者
は
、
そ
の
決
定

を
告
知
さ
れ
た
日
か
ら
一
五
日
以
内
に
罰
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
上
の
期
間
内
に
罰
金
を
納
付
し
な
い
場
合
、
労
役
場
に

留
置
す
る
。
但
し
、
社
会
奉
仕
不
許
可
に
関
す
る
通
知
を
受
け
た

日
か
ら
一
五
日
が
過
ぎ
る
ま
で
罰
金
を
納
付
し
な
か
っ
た
者
の
う

ち

刑
法

第
六
九
条
第
一
項
に
よ
る
罰
金
納
付
期
間
が
経
過
し

な
い
者
の
場
合
に
は
、
そ
の
納
付
期
間
が
過
ぎ
た
後
、
労
役
場
に

留
置
す
る
。

第
七
条
（
社
会
奉
仕
の
許
否
に
対
す
る
通
知
）

①

裁
判
所
は
、

第
六
条
第
一
項
の
決
定
を
検
事
及
び
申
請
人
に
書
面
で
知
ら
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

裁
判
所
は
、
社
会
奉
仕
を
許
可
す
る
場
合
、
そ
の
確
定
日
か
ら

三
日
以
内
に
社
会
奉
仕
対
象
者
の
住
居
地
を
管
轄
す
る
保
護
観
察

所
（
保
護
観
察
支
所
を
含
む
。
以
下
、
同
じ
。）
の
長
に
社
会
奉

仕
許
可
書
、
判
決
文
謄
本
、
略
式
命
令
謄
本
等
社
会
奉
仕
執
行
に

必
要
な
書
類
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第

条
（
社
会
奉
仕
の
申
告
）

①

社
会
奉
仕
対
象
者
は
、
裁
判

所
か
ら
社
会
奉
仕
許
可
の
告
知
を
受
け
た
日
か
ら
一
〇
日
以
内
に

社
会
奉
仕
対
象
者
の
住
居
地
を
管
轄
す
る
保
護
観
察
所
の
長
に
住

居
、
職
業
そ
の
他
大
統
領
令
で
定
め
る
事
項
を
申
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

②

社
会
奉
仕
対
象
者
か
ら
第
一
項
の
申
告
を
受
け
た
保
護
観
察
所

の
長
は
、
社
会
奉
仕
対
象
者
に
社
会
奉
仕
の
内
容
、
遵
守
事
項
、

社
会
奉
仕
終
了
及
び
取
消
事
由
等
に
関
し
て
告
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
九
条
（
社
会
奉
仕
の
執
行
担
当
者
）

①

社
会
奉
仕
は
、
保
護
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観
察
官
が
執
行
す
る
。
但
し
、
保
護
観
察
官
は
、
そ
の
執
行
の
全

部
又
は
一
部
を
国
公
立
機
関
及
び
そ
の
他
の
団
体
又
は
施
設
の
協

力
を
得
て
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

検
事
は
、
保
護
観
察
官
に
社
会
奉
仕
執
行
状
況
に
関
す
る
関
連

資
料
の
提
出
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
執
行
方
法
及
び
内
容
が

不
適
当
と
認
め
る
場
合
に
は
こ
れ
に
対
す
る
変
更
を
要
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

③

保
護
観
察
官
は
、
検
事
か
ら
第
二
項
の
変
更
要
求
を
受
け
た
場

合
、
そ
れ
に
従
い
社
会
奉
仕
の
執
行
方
法
及
び
内
容
を
変
更
し
、

執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
〇
条
（
社
会
奉
仕
の
執
行
）

①

保
護
観
察
官
は
、
社
会
奉

仕
対
象
者
の
性
格
、
社
会
経
歴
、
犯
罪
の
原
因
及
び
個
人
的
特
性

等
を
考
慮
し
、
社
会
奉
仕
の
執
行
分
野
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

②

社
会
奉
仕
は
一
日
九
時
間
を
超
え
て
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
但
し
、
社
会
奉
仕
の
内
容
上
連
続
執
行
の
必
要
性
が
あ
り
、

保
護
観
察
官
が
承
諾
し
、
社
会
奉
仕
対
象
者
が
明
確
に
同
意
し
た

場
合
に
限
り
、
延
長
し
て
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

社
会
奉
仕
の
執
行
時
間
は
、
社
会
奉
仕
期
間
中
の
執
行
時
間
を

合
算
し
、
時
間
単
位
と
す
る
。
但
し
、
執
行
時
間
を
合
算
し
た
結

果
、
一
時
間
未
満
で
あ
る
場
合
、
一
時
間
と
す
る
。

④

執
行
開
始
時
期
そ
の
他
の
社
会
奉
仕
執
行
基
準
に
関
す
る
事
項

は
大
統
領
令
で
定
め
、
具
体
的
な
手
続
及
び
書
式
に
記
載
す
る
内

容
等
は
法
務
部
令
で
定
め
る
。

第
一
一
条
（
社
会
奉
仕
の
執
行
期
間
）

社
会
奉
仕
の
執
行
は
、
社

会
奉
仕
が
許
可
さ
れ
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
終
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
但
し
、
保
護
観
察
官
は
、
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
、
検

事
の
許
可
を
得
て
、
六
月
の
範
囲
で
一
度
そ
の
期
間
を
延
長
し
て

執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
二
条
（
社
会
奉
仕
対
象
者
の
罰
金
納
入
）

①

社
会
奉
仕
対

象
者
は
、
社
会
奉
仕
の
履
行
を
終
え
る
前
に
罰
金
の
全
部
又
は
一

部
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

社
会
奉
仕
の
執
行
中
に
罰
金
を
納
付
し
よ
う
と
す
る
社
会
奉
仕

対
象
者
は
、
保
護
観
察
所
の
長
か
ら
社
会
奉
仕
執
行
確
認
書
の
発

給
を
受
け
、
住
居
地
を
管
轄
す
る
地
方
検
察
庁
の
検
事
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

第
二
項
の
社
会
奉
仕
執
行
確
認
書
の
提
出
を
受
け
た
検
事
は
、

未
納
の
罰
金
か
ら
既
に
執
行
し
た
社
会
奉
仕
時
間
に
相
応
す
る
金

額
を
控
除
す
る
方
法
で
残
る
罰
金
を
算
定
し
、
社
会
奉
仕
対
象
者

に
告
知
す
る
。

④

検
事
は
、
社
会
奉
仕
対
象
者
が
罰
金
の
全
部
又
は
一
部
を
納
付

し
た
場
合
、
そ
の
事
実
を
遅
滞
な
く
社
会
奉
仕
を
執
行
中
の
保
護

法学研究 83 巻 5 号（2010 : 5）

62



観
察
所
の
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑤

社
会
奉
仕
対
象
者
が
、
未
納
罰
金
の
一
部
を
納
付
し
た
場
合
、

検
事
は
裁
判
所
が
決
定
し
た
社
会
奉
仕
時
間
か
ら
既
に
納
付
し
た

罰
金
に
相
応
す
る
社
会
奉
仕
時
間
を
控
除
す
る
方
法
で
残
る
社
会

奉
仕
時
間
を
再
び
算
定
し
、
社
会
奉
仕
対
象
者
と
社
会
奉
仕
を
執

行
中
の
保
護
観
察
所
の
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
三
条
（
社
会
奉
仕
履
行
の
効
果
）

こ
の
法
に
よ
る
社
会
奉
仕

の
全
部
又
は
一
部
を
履
行
し
た
場
合
に
は
、
執
行
し
た
社
会
奉
仕

時
間
に
相
応
す
る
罰
金
額
を
納
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
一
四
条
（
社
会
奉
仕
許
可
の
取
消
）

①

社
会
奉
仕
対
象
者
が
、

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
、
保
護
観
察
所
管
轄
の
地
方
検

察
庁
の
検
事
は
、
保
護
観
察
所
の
長
の
申
請
に
よ
り
、
社
会
奉
仕

許
可
の
取
消
を
裁
判
所
に
請
求
す
る
。

一

正
当
な
事
由
な
く
第
八
条
第
一
項
の
申
告
を
し
な
い
場
合

二

第
一
一
条
の
期
間
内
に
社
会
奉
仕
を
終
え
な
い
場
合

三

正
当
な
事
由
な
く

保
護
観
察
等
に
関
す
る
法
律

第
六
二

条
第
二
項
の
遵
守
事
項
に
違
反
し
、
又
は
拘
禁
等
の
事
由
で
社

会
奉
仕
を
続
け
て
執
行
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
判
断
さ
れ

る
場
合

②

第
一
項
の
取
消
申
請
が
あ
る
場
合
、
保
護
観
察
官
は
社
会
奉
仕

の
執
行
を
中
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
第
一
項
の
取
消

申
請
に
よ
り
社
会
奉
仕
の
執
行
が
中
止
さ
れ
た
期
間
は
第
一
一
条

の
期
間
に
含
ま
な
い
。

③

第
一
項
の
請
求
を
受
け
た
裁
判
所
は
、
社
会
奉
仕
対
象
者
の
意

見
を
聞
き
、
又
は
必
要
な
資
料
の
提
出
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

④

裁
判
所
は
、
第
一
項
の
請
求
が
あ
る
日
か
ら
一
四
日
以
内
に
社

会
奉
仕
取
消
の
可
否
を
決
定
す
る
。
但
し
、
社
会
奉
仕
対
象
者
の

意
見
を
聞
き
、
又
は
必
要
な
資
料
の
提
出
要
求
等
に
か
か
る
期
間

は
上
の
期
間
に
含
ま
な
い
。

⑤

裁
判
所
は
、
第
四
項
の
決
定
を
検
事
及
び
社
会
奉
仕
対
象
者
に

書
面
で
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑥

第
五
項
の
告
知
を
受
け
た
検
事
は
、
保
護
観
察
所
の
長
に
遅
滞

な
く
書
面
で
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑦

社
会
奉
仕
許
可
が
取
り
消
さ
れ
た
社
会
奉
仕
対
象
者
は
、
取
消

通
知
を
受
け
た
日
か
ら
七
日
以
内
に
残
る
社
会
奉
仕
時
間
に
該
当

す
る
未
納
罰
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
期
間
内
に
未

納
罰
金
を
納
付
し
な
い
場
合
、
労
役
場
に
留
置
す
る
。

⑧

社
会
奉
仕
の
取
消
を
求
め
る
保
護
観
察
所
の
長
は
、
申
請
又
は

検
事
の
取
消
請
求
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
場
合
、
保
護
観
察
官
は

遅
滞
な
く
社
会
奉
仕
を
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
五
条
（
社
会
奉
仕
の
終
了
）

①

社
会
奉
仕
は
、
次
の
各
号
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の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
終
了
す
る
。

一

社
会
奉
仕
の
執
行
を
終
え
た
場
合

二

社
会
奉
仕
対
象
者
が
罰
金
を
完
納
し
た
場
合

三

第
一
四
条
に
よ
り
社
会
奉
仕
許
可
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合

四

社
会
奉
仕
対
象
者
が
死
亡
し
た
場
合

②

保
護
観
察
所
の
長
は
、
社
会
奉
仕
対
象
者
が
第
一
号
又
は
第
四

号
に
該
当
す
る
場
合
、
社
会
奉
仕
対
象
者
の
住
居
地
を
管
轄
す
る

地
方
検
察
庁
の
検
事
に
遅
滞
な
く
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
六
条
（
即
時
抗
告
）

申
請
人
及
び
検
事
は
、
第
六
条
第
一
項

の
社
会
奉
仕
許
否
決
定
及
び
第
一
四
条
第
四
項
の
社
会
奉
仕
許
可

の
取
消
可
否
決
定
に
対
し
て
即
時
抗
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
七
条
（
社
会
奉
仕
対
象
者
に
対
す
る
準
用
）

①

社
会
奉
仕

対
象
者
に
対
し
て
は
、

保
護
観
察
等
に
関
す
る
法
律

第
三
四

条
乃
至
第
三
八
条
、
第
五
四
条
、
第
五
五
条
、
第
五
九
条
及
び
第

六
二
条
第
二
項
を
準
用
す
る
。

②

こ
の
法
に
よ
る
決
定
に
対
し
て
は
、
こ
の
法
に
特
別
な
規
定
が

あ
る
場
合
を
除
い
て
は

刑
事
訴
訟
法

を
準
用
す
る
。

附

則
〈
第
九
五
二
三
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
二
五
日
〉

第
一
条
（
施
行
日
）

こ
の
法
は
、
公
布
後
六
月
が
経
過
し
た
日
か

ら
施
行
す
る
。

第
二
条
（
適
用
範
囲
に
関
す
る
経
過
規
定
）

①

こ
の
法
は
、
こ

の
法
の
施
行
前
に
罰
金
を
宣
告
さ
れ
た
者
に
対
し
て
も
適
用
す
る
。

但
し
、
こ
の
法
の
施
行
当
時
罰
金
が
確
定
し
て
い
た
者
は
、
こ
の

法
の
施
行
日
か
ら
六
〇
日
以
内
に
社
会
奉
仕
を
申
請
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

②

こ
の
法
の
施
行
当
時
罰
金
未
納
で
指
名
手
配
中
で
あ
り
、
又
は

労
役
場
に
留
置
中
の
者
が
社
会
奉
仕
を
申
請
し
た
場
合
、
社
会
奉

仕
許
可
決
定
が
あ
る
時
ま
で
労
役
場
に
留
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
（
時
效
中
断
）

こ
の
法
の
施
行
当
時
罰
金
が
確
定
し
て
い

た
者
に
つ
い
て
は
、
社
会
奉
仕
の
許
可
で
罰
金
刑
の
時
効
が
中
断

す
る
。

第
四
条
（
執
行
期
間
の
特
例
）

こ
の
法
の
施
行
当
時
罰
金
が
確
定

し
て
い
た
者
に
対
し
社
会
奉
仕
が
許
可
さ
れ
た
場
合
、
第
一
一
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
決
定
日
か
ら
三
年
内
に
執
行
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
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